
最低制限価格制度実施要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、最低制限価格を設定する一般競争入札に関し、法令等別に定めるも

ののほか、必要な事項を定める。 

（最低制限価格の設定） 

第２条 最低制限価格の設定は、予定価格（予定価格書開封前又は予定価格書を省略する

場合は設計金額とする。以下同じ。）が、次に掲げる金額の範囲内の競争入札に設定する。 

（１）工事又は製造の請負 ２００万円超３，５００万円未満 

（２）測量・コンサルタント業務委託 １００万円超２，０００万円未満 

（３）次に掲げる業務委託のうち、年間を通じて人員を日常的に配置し履行するもの（以

下「特定業務委託」という。） １００万円超 

ア 建物清掃業務委託 

イ 警備・受付業務委託（機械警備を除く。） 

ウ 公園緑地等管理業務委託（年間を通して行う公園、緑地、街路樹管理） 

エ 施設の設備等保守管理業務委託（受注者が常駐するもの。） 

オ 学校用務員業務委託 

カ 学校給食業務委託 

キ その他市長が必要と認める業務委託 

（最低制限価格） 

第３条 工事又は製造の請負に係る最低制限価格は、別表１に掲げる予定価格を算出する

基礎となったアからエの合計額から千円未満の端数を切り捨てた額に１００分の１１

０を乗じて得た額とする。ただし、アからエの合計額が次の各号に掲げる場合にあって

は、当該各号に定める額から千円未満の端数を切り捨てた額に１００分の１１０を乗じ

て得た額とする。なお、最低制限価格の算出にあたっては別表２に留意するものとする。 

（１）入札書比較価格（予定価格に１１０分の１００を乗じて得た額をいう。以下同じ。）

に１００分の９２を乗じて得た額を超える場合 入札書比較価格に１００分の９２

を乗じた額 

（２）入札書比較価格に１００分の７５を乗じて得た額に満たない場合 入札書比較

価格に１００分の７５を乗じた額 

２ 測量・コンサルタント業務委託に係る最低制限価格は、別表１に掲げる予定価格を算

出する基礎となったアからエの合計額から千円未満の端数を切り捨てた額に１００分

の１１０を乗じて得た額とする。ただし、アからエの合計額が次の各号に掲げる場合に

あっては、当該各号に定める額から千円未満の端数を切り捨てた額に１００分の１１０

を乗じて得た額とする。 

（１）建設工事に準じた積算をした測量・コンサルタント業務委託で、入札書比較価格

に１００分の９２を乗じて得た額を超える場合 入札書比較価格に１００分の９２

を乗じた額 

（２）建設工事に準じた積算をした測量・コンサルタント業務委託で、入札書比較価格

に１００分の７５を乗じて得た額に満たない場合 入札書比較価格に１００分の７

５を乗じた額 



（３）前２号の場合を除く測量業務で、入札書比較価格に１０分の８．２を乗じて得た

額を超える場合 入札書比較価格に１０分の８．２を乗じた額 

（４）第１号及び第２号の場合を除く測量業務で、入札書比較価格に１０分の６を乗じ

て得た額に満たない場合 入札書比較価格に１０分の６を乗じた額 

（５）第１号及び第２号の場合を除く建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設

コンサルタント業務又は補償関係コンサルタント業務で、入札書比較価格に１０分の

８．１を乗じて得た額を超える場合 入札書比較価格に１０分の８．１を乗じた額 

（６）第１号及び第２号の場合を除く建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設

コンサルタント業務又は補償関係コンサルタント業務で、入札書比較価格に１０分の

６を乗じて得た額に満たない場合 入札書比較価格に１０分の６を乗じた額 

（７）第１号及び第２号の場合を除く地質調査業務で、入札書比較価格に１０分の８．

５を乗じて得た額を超える場合 入札書比較価格に１０分の８．５を乗じた額 

（８）第１号及び第２号の場合を除く地質調査業務で、入札書比較価格に３分の２を乗

じて得た額に満たない場合 入札書比較価格に３分の２を乗じた額 

３ 前項の場合において、一の事業で別表１に掲げる複数の業種区分により積算されてい

るものは、それぞれの業種区分について前項の計算を行い、その合計額を最低制限価格

とする。この場合において、「入札書比較価格」は、「当該業種区分に係る積算額の合計

額」と読み替えるものとする。 

４ 特定業務委託に係る最低制限価格は、次の各号に規定する額から千円未満の端数を切

り捨てた額に１００分の１１０を乗じて得た額とする。 

（１）入札者（予定価格を超える入札金額を提示した者を除く。以下同じ。）が５者以上

いる場合 

入札者数を５で除した数（１未満の端数切捨て）を求め、入札者のうち、入札金額

の高い者及び入札金額の低い者からそれぞれ当該数の人数を除いた者のした入札金額

の平均に０．９を乗じて得た額。ただし、当該金額が、入札書比較価格に１００分の

７０を乗じて得た額に満たない場合は、入札書比較価格に１００分の７０を乗じて得

た額とする。 

（２）入札者が５者未満の場合 

入札書比較価格に１００分の７０を乗じて得た額 

５ 契約の性質上、第１項から第３項までの規定により最低制限価格を算出し難い事業に

おいては、第１項から第３項までの規定にかかわらず、入札書比較価格から千円未満の

端数を切り捨てた額に１００分の７０を乗じた額に１００分の１１０を乗じて得た額

を最低制限価格とする。 

（最低制限価格の決定等） 

第４条 佐倉市財務規則（平成元年規則第６号）第１２９条第２項の場合において、最低

制限価格は、契約担当課の職員が計算し、契約担当課長が決定する。 

２ 前項の場合において、予定価格書には、最低制限価格の記載に代え、最低制限価格を

この要領に基づき定める旨の記載をするものとする。 

（入札者への周知） 

第５条 最低制限価格を設定した事業においては、入札に係る公告及び開札執行の際に次



に掲げる事項を説明しなければならない。 

（１）最低制限価格が設定されていること。 

（２）最低制限価格を下回る価格をもって入札した者のした入札は、無効とすること。 

（落札者の決定） 

第６条 最低制限価格を設定した事業においては、予定価格と最低制限価格の範囲内で、

最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 

２ 最低制限価格を下回る価格をもって入札した者のした入札は、無効とする。 

（補則） 

第７条 この要領に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、その都度関係部局と協議し、

定めるものとする。 

附 則 

この要領は、平成２６年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和元年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日以前に公告をしたほ装工事に係る最低制限価格は、なお従前の例による。 

３ 令和元年１０月１日以前の契約の執行において、設計金額における消費税額及び地方

消費税額の税率を１００分の８として算出したものについては、第３条及び第４条中

「１１０分の１００」を「１０８分の１００」に、第３条及び第３条の２中「１００分

の１１０」を「１００分の１０８」にそれぞれ読み替えるものとする。 

附 則（令和２年９月２４日決裁 佐契第６３７号） 

（施行期日） 

１ この要領は、決裁の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の規定は、令和２年１０月１日以降に公告する入札から適用し、同日前

に公告する入札については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月３０日決裁 佐契第１２０１号） 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月１４日決裁 佐契第１２２４号） 

（施行期日） 

１ この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の規定は、施行日以降に公告する入札から適用し、同日前に公告する入

札については、なお従前の例による。 

附 則（令和７年３月３１日決裁 佐契第１２５４号） 



 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 



別表１ 

業種区分 ア イ ウ エ 

建設工事 

（建設工事に準じ

る積算を含む。） 

直接工事費の額に
１００分の９７を
乗じて得た額 

共通仮設費の額に
１００分の９０を
乗じて得た額 

現場管理費の額に
１００分の９０を
乗じて得た額 

一般管理費の額に
１００分の６８を
乗じて得た額 

測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 
諸経費の額に１０
分の５を乗じて得

た額 
－ 

建築関係建設コン
サルタント業務 

直接人件費の額 特別経費の額 
技術料等経費の１
０分の６を乗じて

得た額 

諸経費の額に１０
分の６を乗じて得

た額 

土木関係建設コン
サルタント業務 

直接人件費の額 直接経費の額 
その他原価の額に
１０分の９を乗じ

て得た額 

一般管理費等の額
に１０分の５を乗
じて得た額 

地質調査業務 直接調査費の額 
間接調査費の額に
１０分の９を乗じ

て得た額 

解析等調査業務費
の額に１０分の８
を乗じて得た額 

諸経費の額に１０
分の５を乗じて得

た額 

補償関係コンサル
タント業務 

直接人件費の額 直接経費の額 
その他原価の額に
１０分の９を乗じ

て得た額 

一般管理費等の額
に１０分の５を乗
じて得た額 

すべて円未満切捨てとする。 

 

 

 

別表２ 

項目名 左に含む費目 

直接工事費の額 直接工事費、直接製作費、機器単体費、処分費、等 

共通仮設費の額 共通仮設費、間接労務費、等 

現場管理費の額 
現場管理費、工場管理費、据付間接費、設計技術費、機器間接費、

等 

一般管理費等の額 一般管理費、等 

 


